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新
羅
中
代
の
園
家
と
例
数

李

成

市

は

じ

め

に

一
併
数
統
制
機
関

二
中
代
の
傍
数
関
係
官
司

三
皇
龍
寺
と
中
古
の
併
数

お

わ

り

に
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t土

じ

め

新
羅
は
六
世
紀
初
頭
に
傍
数
を
公
的
に
受
容
し
て
以
来
、
九
三
五
年
の
王
朝
滅
亡
に
至
る
四
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
濁
自
の
傍
敬
文
化
を

開
拓
さ
せ
た
。
新
羅
文
化
の
築
華
も
併
教
な
く
し
て
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
の
併
数
の
特
徴
と
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
園
家
的
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
高
僧
た
ち
の
護
園
思
想
の
頼
著
な
こ
と
を
は
じ
め
、
新
羅
併
教
の
園
家
的
色
彩
の
濃
厚

で
あ
っ
た
こ
と
は
多
方
面
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
新
羅
に
悌
数
が
公
認
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
性
格
は
受
容
嘗
初
よ
り
王
朝
末
期
ま
で
全

く
獲
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
に
受
容
さ
れ
た
併
教
は
そ
の
後
、
新
羅
一史
の
「
中
古
」
(
五
一
四
1

六
五

四
)
「
中
代
」
(
六
五
四

i
七
八
O
〉
「
下
代
」
ハ
七
人
O
|九
三
五
)
と
い
う
時
期
医
分
法
で
呼
ば
れ
る
時
代
を
経
る
中
で
隆
盛
を
極
め
る
の
で
あ
る
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が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
新
羅
の
園
家
的
護
展
の
過
程
で
も
あ
引
。
こ
う
し
た
園
家
の
形
成
護
展
に
と
も
な
っ
て
動
羅
供
敬
広
園
家
的
性
格
も
、
そ

の
よ
与
な
史
的
展
開
に
郎
躍
し
て
、
濁
自
の
饗
容
を
と
げ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

・従
来
、
新
羅
併
教
の
園
家
的
1

護
園
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
親
艶
か
ら
論
じ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
ら
位
歴
史
的
な
饗
容
の
過
程
に
つ
い

て
の
意
識
的
な
究
明
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
饗
容
の
過
程
に
留
意
し
つ
つ
新
羅
の
最

盛
期
と
い
わ
れ
る
中
代
の
園
家
と
併
教
の
関
係
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
、
併
数
統
制
機
関
や
傍
数
関
係
官
司
の
考
察
を
遁
し
て
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
。

イ弗
数:
統
制
機
関 4

園
家
主
傍
数
の
関
わ
り
方
を
知
る
ム
で
重
要
な
手
が
か
り
を
輿
え
て
く
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
傍
数
統
制
機
関
で
あ
ろ
う
。
新
羅
の
併
数
統

制
機
関
に
守
い
て
は
、
史
料
が
居
間
細
で
あ
る
た
め
に
、
未
だ
に
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
ζ
ろ
も
あ
る
j

し
か
し
、
こ
こ
で
は
先
撃

の。

の
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
踏
ま
え
、
中
古
に
成
立

L
た
傍
数
統
制
機
関
の
官
制
上
の
饗
遷
を
通
観
し
、
そ
の
性
格
の
饗
化
に
つ
い
て
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明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

南
北
朝
時
代
に
『護
達
じ
た
傍
数
統
制
機
関
ば
、
新
羅
に
崩
御
数
が
公
認
さ
れ
て
ま
も
な
い
頃
に
す
で
に
新
羅
に
も
受
容
さ
れ
た
ら
し
く
、
史
料

の
上
で
は
か
な
り
早
期
に
成
立
し
た
'こ
と
が
み
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
『
三
園
史
記
』
と
『
三
園
遣
事
』
に
各
々
載
録
さ
れ
た
以

下
の
記
事
で
あ
る
。

政
官
〔
或
い
は
法
典
と
云
う
〕
始
め
大
舎
一
人
・
史
二
人
を
以
て
司
と
震
す
。
元
聖
王
元
年
に
至
り
て
初
め
て
僧
官
を
置
く
、
L

借
中
の
才
行
有
る
者
を
衡
ぴ

て
之
に
充
つ
、
故
有
ら
ば
、
則
ち
滋
う
、
年
限
を
定
む
る
無
し
。
園
統
一
人
〔
一
に
寺
主
と
云
う
〕
、
輿
輿
圭
一一
二
年
、
高
句
麗
の
恵
亮
法
師
を
以
て
寺
主

と
篤
す
。
都
唯
那
娘
一
人
、
阿
尼
な
り
。
大
都
唯
那
一
人
、

員
輿
王
始
め
て
賓
一
艮
法
師
を
以
て
之
と
篤
す
、

岡県
徳
王
元
年
一
人
を
加
う
。
大
書
省
一
人
、

岡県

奥
王
安
蔵
法
師
を
以
て
之
と
篤
す
、
員
徳
王
元
年
一
人
を
加
う
。
少
年
書
省
二
人
、
元
盟
主
三
年
、
恵
芙
・
発
如
の
ニ
法
師
を
以
て
之
と
篤
す
。
州
統
は
九
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人
、
郡
統
は
十
八
人
な
り
。
(
『
三
園
史
記
』
巻
四
O
、
職
官
下
)

新
羅
員
興
王
一
一
年
庚
午
、
安
磁
法
師
を
以
て
大
書
省
と
震
す
、
一
人
。
又
、
少
書
省
有
り
、
二
人
。
明
年
辛
未
、
高
麗
の
恵
亮
法
師
を
以
て
園
統
と
震

す
、
亦
た
寺
主
と
云
う
。
寅
一
良
法
師
を
大
都
維
那
と
篤
す
、
一
人
。
及
び
州
統
九
人
、
郡
統
十
八
人
等
あ
り
。
臓
に
至
り
て
更
に
大
圏
統
一
人
を
置
く
、
蓋

し
非
常
の
職
な
り
、
(
中
略
〉
後
、
元
聖
大
王
元
年
に
至
り
、
又
、
僧
官
を
置
き
て
政
法
典
と
名
づ
く
。
犬
舎
一
人
・
史
二
人
を
以
て
可
と
鴛
す
、
信
中
の

才
行
有
る
者
を
採
び
て
之
に
充
つ
、
故
有
ら
ば
即
ち
替
ぅ
、
年
限
を
定
む
る
無
し
。
(
『
三
園
遣
事
』
巻
四
、
慈
臓
定
律
保
〉

み
ら
れ
る
よ
う
に
二
つ
の
史
料
は
岡
山
ぽ
同
様
の
内
容
を
記
し
て
い
な
が
ら
も
、

よ
く
劉
比
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

し
か
も
傍

誼
す
る
史
料
を
絞
く
た
め
に
個
々
の
解
揮
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
あ
り
、
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
雨
史
料
か
ら

ほ
ぼ
認
め
て
よ
い
事
賓
と
し
て
、
以
下
の
諸
貼
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

、~

4
告

ま
ず
第
一
に
、

e

新
羅
の
信
官
は
、
政
官
と
呼
稽
さ
れ
た
ら
し
く
、
そ
の
政
官
の
鳴
矢
は
、
員
輿
王
一
二
年
(
五
五
一
〉
の
高
句
麗
信
恵
亮
を
園

統
に
任
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
員
輿
王
代
に
は
園
統
の
他
に
、
大
都
唯
那
、
大
書
省
と
い
っ
た
働
官
も
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
尼
信
を

E
U
 

任
じ
た
都
唯
那
娘
も
こ
の
頃
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
引
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
僧
官
の
組
織
は
、
員
徳
王
元
年
(
六
四
七
〉
に
若
干
の
定
員
の
補
充
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

第
三
に
、
信
官
は
地
方
に
も
置
か
れ
、
州
統
九
人
、
郡
統
一
八
人
は
そ
の
定
員
数
か
ら
、
統
一
後
の
九
州
制
成
立
後
に
は
、
各
州
に
劃
し
て

州
統
一
人
、
郡
統
二
人
を
そ
れ
ぞ
れ
波
遣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
四
に
、
そ
の
'
後
、
元
聖
王
元
年
(
七
八
五
)
に
借
官
組
織
で
あ
る
政
官
に
大
き
な
艶
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は

n
b
 

不
明
な
黙
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
溢
善
雄
氏
の
読
に
従
い
、
政
官
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
政
法
典
に
吸
牧
麿
合
さ
れ
相
と
考
え
て
お

き
た
い
。

以
上
の
借
官
に
よ
る
統
制
機
関
に
封
し
、
俗
官
に
よ
る
傍
数
統
制
機
関
に
大
道
署
が
あ
る
。
大
道
署
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
史
記
』
巻
三
八
、



職
官
上
に
、

大
道
署
〔
或
い
は
寺
奥
と
云
い
、
或
い
は
内
道
監
と
云
う
〕
薩
部
に
属
す
。
大
正
一
人
、
輿
卒
王
四
十
六
年
に
置
く
、
一景
徳
王
改
め
て
正
と
震
す
、
後
ち
復

し
て
大
正
と
稽
す
、
位
級
准
よ
り
阿
喰
に
至
る
を
之
と
震
す
こ
に
云
う
、
大
正
の
下
に
、
大
舎
二
人
有
り
と
〕
。
主
書
二
人
、
景
徳
王
改
め
て
主
事
と
潟

す
、
位
舎
知
よ
り
祭
航
に
至
る
を
之
と
篤
す
。
史
入
人
。

と
あ
り
、
瞳
部
に
属
し
、
大
正
、
(
犬
舎
〉
、
主
書
、
史
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
道
署
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、

卒
王
四
六
年
ハ
六
二
四
〉
の
大
正
一
人
の
設
置
を
も
っ
て
始
ま
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
設
置
嘗
初
の
官
司
名
は
割
注
に
い
う
寺
典

内
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
大
道
署
と
改
稿
さ
れ
、
さ
ら
に
景
徳
王
代
の
一
時
期
に
内
道
監
と
改
稿
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
寺
奥
か
ら
大
道
署
へ
向
改
稿
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
中
央
行
政
官
鹿
の
大
規
模
な
改
編
が
な
さ
れ
た
員
徳
宝
五
年
〈
六
五
一
〉
で
あ

。。

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
正
一
人
の
設
置
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
俗
人
の
傍
数
統
、制
機
関
で
あ
る
寺
典
は
、
六
五

ま
ず
員

一
年
に
至
り
宮
人
の
大
幅
な
増
員
が
一な
さ
れ
、
大
道
署
と
し
て
改
編
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

員
卒
王
代

t

員

徳

王

代

景

徳

王

代

開
剛
丈
大
正
)
l
l閃
閣
閣
一
(
大
正
・
大
舎
・
主
書
・
史
〉

1
1
閥
閣
岡

T
l閃
岡
閣
一

以
上
は
僅
か
な
史
料
か
ら
知
り
う
る
新
羅
の
傍
数
統
制
機
関
に
つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
・
俗
か
ら
な
る
傍
数
統
制
機
関
に
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ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
寅
態
と
機
能
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
新
耀
の
借
官
は
官
制
上
、
北
膏
の
そ
れ
に
近
似
し

n
w
u
 

て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
機
能
込
「
自
治
的
な
借
侶
の
統
制
機
関
」
と
見
倣
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
刻
。
し
か
し
そ
の
後
、
こ
う
し
た
規
定
が
新
羅

の
寅
肢
を
無
視
し
た
見
解
で
あ
っ
て
、
官
制
よ
の
類
似
は
必
ず
し
も
同
一
の
機
能
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
批
剣
が
な
さ
れ
削
。
す

な
わ
ち
、
新
羅
に
お
い
て
は
、
南
北
朝
に
傍
数
統
制
機
闘
が
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
な
傍
数
勢
力
が
園
家
権
力
と
抵
燭
し
、
園
家
が
支
配
瞳
制
を

堅
持
す
る
た
め
に
僧
官
を
設
置
す
る
と
い
う
歴
史
的
吠
況
は
存
在
せ
ず
、
圏
家
権
力
に
よ
っ
て
統
制
す
べ
き
信
侶
の
集
圏
や
数
圏
と
い
っ
た
傍

敬
勢
力
は
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
の
段
階
で
は
認
め
都
た
レ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
述
の
如
き
員
輿
王
代
の
新
羅
の
信
官
は
、

ャ傍
数
統
制

劃
し
て
、
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機
関
、
あ
る
い
は
自
治
機
関
と
し
て
の
機
能
は
な
く
、
園
王
が
信
侶
を
優
遇
す
る
た
め
に
柴
春
と
し
て
授
け
た
ソ
一
種
の
稽
競
と
し
て
始
ま
っ
た

と
い
う
指
一
剛
は
安
嘗
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
新
羅
の
僧
官
設
置
は
、
そ
の
賓
態
に
即
し
て
い
え
ば
、
併
数
を
保
護
し
育
成
す
る
た
め
の
措
置
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
導
入
賞
-
初
に
あ
っ
て
は
こ
う
し
た
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
借
官
も
、
高
句
麗
・
百
済
と
の
抗
争
が
激
化
す
る
七
世
紀
中
葉
に

は
、
第
貌
を
と
げ
た
あ
と
が
見
う
け
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
の
貼
を
官
制
の
上
か
ら
も
示
す
の
が
六
四
七
年
に
お
け
る
大
都
唯
那
、
大
書
省
の
各
々

さ
ら
に
俗
官
の
併
数
統
制
機
関
で
あ
る
寺
典
が
六
五
一
年
に
官
人
の
大
幅
な
増
員
が
あ
っ
て
、
大
道
署
さ
し
て
旗
大
改

編
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
僧
官
の
増
員
や
官
制
上
の
こ
の
よ
う
な
饗
化
の
も
つ
一
意
義
が
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
六
四
三
年
に

唐
か
ら
蹄
園
し
た
慈
臓
を
大
園
統
に
任
じ
、
併
数
の
諸
政
策
を
命
じ
た
経
緯
と
そ
の
内
容
を
記
し
た
次
の
史
料
が
語
っ
て
い
る
。

一
人
の
増
員
で
あ
り
、

朝
廷
議
し
て
日
く
、
傍
激
東
漸
し
、
百
千
齢
な
り
と
雄
も
、
其
の
住
持
修
奉
に
於
い
て
軌
儀
依
如
せ
り
、
夫
の
綱
理
に
非
ず
ん
ば
、
以
て
粛
清
す
る
こ
と
な

- 56ー

か
ら
ん
と
。
啓
し
て
綴
に
殺
し
て
大
園
統
と
篤
し
、
凡
そ
信
鬼
一
切
の
規
猷
は
総
ベ
て
僑
統
に
委
ね
て
之
を
主
ら
し
む
。
磁
は
斯
の
嘉
舎
に
値
い
て
、
勇
激

し
て
弘
通
し
、
信
尼
五
部
に
令
し
、
空
軍
を
増
し
、
ー
ご
と
に
戒
を
設
か
し
め
、
多
|
司
制
剖
U
引
制
調
州
引
副
司
剖
劃
剖
引
剖
剖
樹
君

UNU。
叉
、
組
側
制
調
制
U
引
州
剰
剖
闘
樹
U
叫
剖
叫
剣
剖
剖
醐
U
、
経
像
を
巌
飾
せ
し
む
る
を
恒
式
と
篤
す
。
一
代
の
護
法
、
斯
に
於
い
て
盛
ん
な
問
。

す
な
わ
ち
、
傍
線
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
至
っ
て
僧
尼
に
臨
む
姿
勢
は
、
文
字
ど
お
り
園
家
樺
力
が
例
数
を
支
配
鐙
制
の
隷
属
ア
に

置
く
と
い
う
意
味
で
の
併
数
統
制
と
い
う
こ
と
が
、
現
賓
の
課
題
と
し
て
質
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
既
述
し
た
借
官
の
増
員
や
官
制
上

の
襲
化
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
課
題
に
即
躍
し
た
施
策
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
併
数
統
制
を
含
め
た
新
羅
の
傍
数
政
策
全
般
に
わ
た

る
大
き
な
轄
換
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
併
敬
統
制
機
闘
を
通
じ
て
新
羅
の
園
家
主
併
数
の
か
か
わ
り
方
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
七
世
紀
中
噴
に
重
要
な
董
期
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
十れ
は
中
古
の
移
鷲
と
中
代
開
始
の
狭
間
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
1

戸



中
代
の
偶
数
関
係
宜
司

新
羅
の
傍
数
統
制
機
関
は
、
中
代
の
直
前
で
あ
る
六
因
。
年
代
に
大
き
な
襲
化
が
み
ら
れ
、
新
羅
の
園
家
と
併
数
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重

要
な
霊
期
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
後
、
中
代
に
お
け
る
統
制
機
関
の
襲
化
は
史
料
の
上
で
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

引
。
そ
こ
で
次
に
、
中
代
の
傍
数
関
係
官
司
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
親
貼
か
ら
中
代
の
園
家
と
併
数
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

『
三
園
史
記
』
巻
三
八
、
職
官
上
に
は
、
中
央
行
政
官
制
が
-
記
さ
れ
て
お
り
、
表
は
そ
れ
に
譲
っ
て
、
七
世
紀
中
葉
の
景
徳
王
代
に
お
け
る

一似

↑

官
司
名
と
そ
の
官
職
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
中
に
は
併
数
統
制
機
闘
で
あ
っ
た
大
道
署
(
内
道
監
〉
の
他
に
、

一
群
の
寺
院
闘
係
官
司
が
認
め
ら
れ
る
。
誰
も
が
ま
ず
目
を
引
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
中
に
上
級
官
司
に
比
肩
す
る
五
等
官
制
を
具
備
し
た

大
規
模
な
官
司
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
寺
院
関
係
官
司
は
、
七
世
紀
中
葉
の
時
黙
で
は
六
つ
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に

回』町

一

向

U

も
、
す
ぐ
後
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
職
官
志
に
記
さ
れ
て
い
る
奉
恩
寺
成
典
が
あ
り
、
一
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
脱
漏
し
た
い
く
つ
か
の
寺

ω一

-

院
関
係
官
司
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
3

-

こ
の
よ
う
な
寺
院
闘
係
官
司
は
、
景
徳
王
代
の
官
司
名
改
稿
以
前
の
某
寺
成
典
と
い
う
奮
名
や
、
改
稿
後
の
修
管
某
寺
使
院
と
い
う
官
司
名

か
ら
、
寺
院
の
建
立
を
始
め
と
し
て
営
繕、

造
併
等
の
土
木
工
事
及
び
寺
院
の
管
理
を
目
的
と
し
た
機
関
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
設
置
の
目
的
か
ら
も
、
ま
た
金
石
文
等
の
史
料
か
ら
も
、
寺
院
閥
係
官
司
が
俗
官
に
よ
る
俗
務
を
措
賞
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
寺
院
関
係
官
司
〈
以
後
、
使
主
上
、
寺
院
成
典
と
呼
ぶ
)
の
中
で
も
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
四
天
王
寺
ト
奉
草
寺
、
感
恩

寺
、
奉
徳
幸
の
寺
院
成
典
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
官
職
の
構
成
に
お
い
て
、
上
級
官
司
に
匹
敵
す
る
規
模
を
有
し
、
五

O
年
か
ら
百
年
以

引

υ

'

M
U
 

上
の
長
期
に
わ
た
っ
て
官
司
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
貼
で
共
通
し
て
お
り
、
し
か
も
中
代
の
建
立
に
な
る
こ
と
が
確
定
で
き
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
こ
れ
ら
の
寺
院
成
典
は
、
中
代
の
園
家
と
傍
数
め
闘
係
を
知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の

- 57-
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四
寺
院
は
い
ず
れ
も
著
名
な
寺
院
で
あ
っ
て
、
『
三
園
遣
事
』
に
は
建
立
の
由
来
や
そ
の
寺
院
に
闘
す
る
古
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に

四
寺
院
の
建
立
の
“自
衆
や
寺
院
の
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
建
立
時
期
に
従



450 

っ
て
そ
の
概
要
を
通
観
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
四
天
王
寺
は
『
三
園
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
武
王
一
九
年
〈
六
七
九
〉
に
建
立
さ
れ
た
と
あ
り
、
建
立
の
由
来
と
経
緯
に
つ
い
て
は
『
三

園
遣
事
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
凱
。
多
分
に
説
話
的
な
潤
色
の
強
い
も
り
で
は
あ
る
が
、
そ
の
記
す
と
こ
ろ
を
要
約
'オ
れ
ば
次
の
と
お
ーり
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
高
句
麗
滅
亡
後
、
新
羅
と
唐
と
の
閲
係
は
悪
化
し
、
雨
者
の
戦
争
は
不
可
避
な
朕
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
折
に
倫
明
朗
の
勤
め
に

よ
り
慶
州
狼
山
の
南
に
寺
院
を
建
立
し
た
と
こ
ろ
、
唐
軍
の
舶
が
覆
渡
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
朗
が
造
寺
と
と
も
に
道
場
開
設
を
進
言
し

た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
天
王
寺
は
、
針
外
的
危
機
に
際
し
て
鎮
護
園
家
の
道
場
と
し
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
伊
る
の
で
あ
る
。

感
恩
寺
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
遣
事
』
は
紳
文
王
が
、
亡
父
で
あ
る
文
武
王
の
た
め
に
建
立
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
割

注
に
引
か
れ
た
『
寺
中
記
』
に
は
、
文
武
王
が
倭
兵
を
鎮
め
る
た
め
に
慶
州
の
東
海
岸
に
建
立
を
創
め
た
も
の
の
、
未
完
の
ま
ま
崩
じ
た
の

で
、
子
の
神
文
王
が
完
成
さ
せ
た
と
い
う
異
設
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
寺
中
記
』
に
は
、
龍
に
化
し
た
文
武
王
の
た
め
に
、
金
堂
に
e

れ
H
W

特
殊
な
備
え
を
施
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
護
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
異
な
遺
構
は
『
寺
中
記
』
の
内
容
と

向
M
W

符
合
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
文
武
王
が
生
前
に
智
義
法
師
に
謝
し
て
、

開

朕
が
身
後
、
願
わ
く
は
護
閣
の
大
穏
と
篤
り
、
例
法
を
崇
奉
し
、
邦
家
を
守
護
せ
ん
こ
と
を
。

- 60ー

と
語
っ
た
こ
と
を
も
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
感
恩
寺
は
、
神
文
王
の
父
を
追
善
す
る
た
め
の
菩
提
寺
と
い
う
よ
り
は
、

-元
来
は

併
法
の
加
護
に
よ
っ
て
邦
家
の
守
護
を
祈
願
し
た
文
武
王
の
護
願
に
よ
る
護
園
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
る

r

、、。

i

司
程
、
し
W

い
わ
ゆ
る
エ
ミ
レ
の
鐘
、
聖
徳
大
王
紳
鍾
が
奉
納
さ
れ
た
寺
院
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
『
三
一

園
遣
事
』
は
二
読
を
載
せ
て
お
り
、
剣
然
と
し
な
い
。
す
な
わ
ち
一
読
に
は
、
聖
徳
王
が
紳
龍
三
年
(
七
O
七
)
に
曾
祖
で
あ
る
太
宗
武
烈
王
の

追
善
の
た
め
に
那
め
た
と
あ
り
、
一
設
に
は
、
孝
成
王
が
亡
父
・
聖
徳
王
の
追
善
の
た
め
に
開
元
二
六
年
〈
七
三
人
〉
に
寺
を
創
め
た
と
あ
る
。

建
立
の
由
来
に
関
す
る
こ
の
雨
読
の
検
討
は
後
述
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
先
王
を
追
善
す
る
王
室
の
菩
提
寺
と
い
う
性
格
が
強

次
に
奉
徳
寺
は
、



闘

調
さ
れ
て
き
た
寺
院
で
あ
る
。

最
後
の
奉
聖
寺
は
、
『
三
園
遣
事
』
に
は
、
神
文
王
が
臣
下
の
信
忠
を
追
善
し
て
建
立
し
た
「
信
忠
奉
聖
寺
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

の
寺
院
は
臣
下
を
遁
善
し
た
菩
提
寺
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
建
立
時
期
に
つ
い
て
は
八
世
紀
中
葉
の
景
徳
王
代
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
ゆ
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
従
う
べ
き
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。

以
上
、
四
つ
の
寺
院
の
建
立
の
時
期
と
そ
の
由
来
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
典
の
組
織
を
も
っ
た
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、

護
園
の
寺
院
で
あ
っ
た
り
、
先
王
や
臣
下
を
追
善
す
る
た
め
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
園
家
や
王
室
の
厚
い
保
護
と
管
理

闘

を
受
け
て
い
た
寺
院
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
指
摘
は
一
躍
認
め
て
よ
さ
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

v 
、ー

し
か
し
こ
こ
で
特
に
問
題
と
し
た
い
の
は
J

成
典
の
組
織
を
も
っ
た
こ
れ
ら
の
寺
院
に
つ
い
て
、
各
々
を
「
護
園
寺
院
」
と
「
王
室
寺
院
」

と
に
剣
別
エ
な
が
ら
J
結
局
そ
れ
ら
は
園
家
や
王
室
の
厚
い
保
護
と
管
理
を
う
け
て
い
た
と
い
っ
た
よ
う
に
、

'
一
方
で
圏
家
と
王
室
を
匿
別
し

そ
の
機
能
も
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
い
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
そ
の
差
異
を
巌
密
に
規
定
す
る
こ
と
な
く
園
家
と
王
室
を
並
列
ん
て
論
じ
て
い

泊四

-

-

(

巳

，

る
こ
と
で
あ
泊
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
新
羅
中
代
に
お
い
て
は
、
園
家
と
王
室
は
、
原
則
的
に
官
制
上
の
匿
分
と
そ
れ
を
裏
づ
け
る
財
政
上
の
匿

au 

分
が
な
ーさ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
寺
院
成
典
を
論
ず
る
際
に
、
園
家
と
王
室
を
無
限
定
に
混
用
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
や
や
詳
し
く
言
え

ば
、
新
羅
中
代
の
官
制
は
、
中
央
行
政
官
制
と
内
廷
官
制
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
『
三
園
史
記
』
職
官
上
・
中
に
分
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
匿
分
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
員
徳
王
五
年
(
六
五
一
〉
に
お
け
る
新
羅
の
一
大
官
制
改
革
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
董
期
に
新

聞

羅
で
は
園
家
財
政
と
王
室
財
政
は
分
離
さ
れ
、
中
央
行
政
官
隠
は
国
家
財
政
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
中
央
行
政
官
麗
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
寺
院
成
典
は
、
明
ら
か
に
園
家
財
政
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
官
司
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ー
ま
た
そ
こ
で
造
営
さ
れ
た
寺
院
の
機
能
も
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
園
家
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
四
天
王
寺
や
感
恩
寺
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
こ
と
、
が
史
料
の
上
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の

451 

は
、
個
人
の
追
善
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
停
承
の
あ
る
奉
徳
寺
と
奉
聖
寺
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
寺
院
-に
つ
い
て
は
既
越
の
如
く
、
建
立
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の
由
来
に
二
読
あ
っ
た
り
、
時
期
的
な
錯
誤
が
あ
っ
た
り
し
て
、
停
承
が
明
確
で
な
い
と
い
う
黙
で
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
こ

の
よ
う
な
こ
と
自
韓
に
、
そ
う
し
た
俸
承
に
誤
解
や
後
世
の
附
舎
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
。
は
た
し

て
、
そ
れ
ら
の
陵
昧
な
建
立
の
由
来
も
、
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
寺
院
の
創
建
の
背
景
に
謹
園
の
祈
願
が
こ
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
黙
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

奉
徳
寺
の
建
立
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
前
に
記
し
た
よ
う
に
『
三
園
遣
事
』
に
は
相
異
す
る
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①

I
l
l
1
1
1
l
i
l
i
-
-
-
P
I
l
l
i
-
-
-
-ー

I
l
l
i
-
-
②
|
|
l
i
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
i
l
l
-
-
-
i
l
l
1
1
-
-
-

第
三
十
三
聖
徳
玉
、
紳
龍
二
年
丙
午
歳
、
禾
登
ら
ず
、
人
民
飢
う
る
こ
と
甚
し
、
丁
未
正
月
初
一
日
よ
り
七
月
三
十
日
に
至
る
ま
で
、
民
を
救
い
租
を
給
す
、

③

I
l
l
i-
-I
l
l
i
t
-
-
Il
l
i-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
1
1
1
1
l
i
l
-

-
ロ
一
日
に
三
升
を
式
と
震
す
、
事
を
移
え
て
計
る
に
、
三
十
高
五
百
碩
な
り
き
。
玉
、
太
宗
大
王
の
震
に
奉
徳
寺
を
紗
め
、
仁
王
道
場
を
設
く
る
こ
と
七

|
@
I
l
-
-

目
。
大
赦
す
。
(
悠
二
、
聖
徳
王
篠
〉

寺
は
乃
ち
孝
成
王
関
元
二
十
六
年
戊
寅
に
、
先
考
聖
徳
大
王
の
震
に
一
帽
を
奉
じ
て
、
創
め
し
所
な
り
。
(
各
三
、
皇
龍
寺
鍾
・
芥
皇
寺
繋
師
・
奉
徳
寺
鍾
僚
〉
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と
あ
っ
て
、
雨
史
料
は
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
創
建
年
に
は
三
一
年
の
聞
き
が
あ
り
、
第
こ
に
は
、
一
方
は
太
宗
大
王
の
、
一
方
は
聖
徳
大
王
の

追
善
の
た
め
に
寺
を
創
め
た
と
な
っ
て
い
る
貼
が
異
な
る
。
し
か
し
、
す
で
に
李
畏
築
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
相
違
貼
を
も
っ
南
史
料
は
第
一
の
貼
で
は
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
奉
徳
寺
は
聖
徳
王
の
丁
未
年
に
着
工
さ
れ
、
孝
成
王
の
戊
寅
年
に
完
成

四

さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
李
畏
築
氏
の
こ
う
し
た
指
摘
と
と
も
に
重
要
な
の
は
、
司
聖
徳
王
僚
の
史
料
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
で
あ

灼
M
W

る
。
こ
の
史
料
は
二
年
に
わ
た
る
出
来
事
を
記
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
③
の
部
分
以
外
は
『
三
園
史
記
』
新
羅
本
紀
に
劃
麿
記
事
が
あ
る
も

の
の
、
決
し
て
単
な
る
出
来
事
の
羅
列
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
丙
午
年
の
飢
鐘
に
劃
す
る
一
連
の
施
策
を
記
し
た
前
後
関
係
の
明
瞭
な
一

川
切

削
回

貫
し
た
文
章
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
①
の
部
分
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
捉
え
る
必
要
が
あ
り
、
奉
徳
寺
創
建
を
た
だ
車
に
聖
徳
王
代

叫

M
何
回

に
関
連
す
る
出
来
事
と
し
て
前
後
の
服
絡
か
ら
除
外
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
奉
徳
寺
の
創
建
は
、
丙
午
年
の
飢
鐘
と
の
関

連
で
捉
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
飢
僅
に
似
到
底
す
る
方
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
補



関

足
す
る
よ
う
に
)
一奉
徳
寺
創
建
は
繍
い
て
仁
王
道
場
の
開
設
に
閲
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
漬
田
耕
策
氏
も
指
摘
す
る
-よ
う
に
、

着
工
ま
も
な
い
奉
徳
寺
で
開
催
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
護
園
の
中
心
道
場
で
あ
っ
た
皇
龍
寺
に
お
け
る
仁
王
舎
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

績
い
て
仁
王
道
場
が
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
留
意一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仁
王
道
場
が
他
の
一寺
院
で
開
設
さ
れ
た
と
し
て
も
、
奉
徳
寺
が
大
飢
笹
の
さ
な
か
で
創
め
ら
れ
、

一puw

周
知
の
よ
う
に
仁
王
道
場
で
講
読
さ
れ
る
『
仁
王
護
圏
般
若
波
羅
蜜
経
』
は
護
園
の
経
典
で
る
り
、
国
家
安
種
、
除
災
致
一
踊
を
祈
願
す
る
際

に
し
ば
し
ば
周
い
ら
れ
る
経
典
で
あ
る
。
こ
う
し
た
貼
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
仁
王
道
場
に
先
だ
っ
奉
徳
寺
建
立
の
目
的
が
第
一
義
的
に
ど
こ

に
る
っ
た
の
か
は
自
ら
明
ら
か
広
な
っ
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
奉
徳
寺
は
、
前
年
の
大
飢
鐘
に
封
慮
す
べ
く
七

O
七
年
に
、
園
家
安
泰
、
捜
災

倒

招
一
帽
を
祈
願
し
て
着
工
さ
れ
た
護
園
寺
院
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
に
寺
院
成
典
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

、

.

恵
逼
降
龍
僚
に
は
奉
草
寺
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ

奉
聖
寺
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
『
三
園
遣
事
』
巷
五
、
神
呪

初
め
神
文
王
痘
を
背
に
裂
し
、
候
を
遁
に
請
う
。
-遁
至
り
て
之
を
呪
す
る
に
立
ど
こ
ろ
に
活
く
。
疋
ち
固
く
、
陛
下
、
金
昔
、
宰
官
の
身
魚
り
し
と
き
、
諜

ち
て
歳
入
信
忠
を
決
じ
て
隷
と
潟
す
。
信
忠
怨
み
有
り
、
生
生
に
報
い
を
作
す
。
今
慈
の
悪
症
も
亦
た
、
信
忠
の
崇
る
所
な
り
、
宜
し
く
忠
の
震
に
伽
藍
を

創
し
、
冥
祐
を
奉
じ
て
、
以
て
之
を
解
ぐ
べ
し
と
。
王
深
く
之
を
然
り
と
し
、
寺
を
創
し
て
信
忠
奉
雲
寺
と
鋭
す
。
寺
成
る
や
、
空
中
に
唱
へ
て
云
く
、
王

に
因
り
墨
寸
を
創
す
、
普
よ
り
院
し
天
に
生
ぜ
よ
、
と
、
怨
み
己
院
解
け
た
り
。
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れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

」奉
聖
寺
は
、
臣
下
で
あ
っ
た
信
忠
の
怨
み
を
解
く
た
め
に
紳
文
王
が
追
善
供
養
と
し
て
建
立
し
た
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。

一と

凶

こ
ろ
が
信
忠
は
神
文
王
代
の
人
物
で
は
な
く
、
八
世
紀
中
葉
の
景
徳
王
代
に
活
躍
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
信
忠
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
史
記
』

新
羅
本
紀
に
は
勿
論
の
こ
と
、
『
三
園
遣
事
』
巻
五
、
避
隠
・
信
忠
掛
冠
僚
に
も
、

453 

孝
成
王
一潜
邸
の
時
、
賢
土
信
忠
と
碁
を
宮
庭
の
栢
樹
下
に
闇
み
、
嘗
て
謂
い
て
回
く
、
他
日
、
若
し
卿
を
忘
る
れ
ば
栢
樹
の
如
き
有
ら
ん
と
。
信
忠
興
き
て

奔
す
。

一敏
月
を
隔
て
て
王
位
に
即
き
功
臣
を
賞
す
る
も
、
忠
を
忘
れ
て
之
を
第
せ
ず
、
忠
怨
み
て
歌
を
作
り
栢
樹
に
帖
す
。
樹
忽
ち
黄
体
す
。
〈
中
略
〉
乃
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ち
之
を
召
し
て
爵
旅
を
賜
い
た
る
に
、
栢
樹
乃
ち
蘇
れ
り
。
(
中
略
)
是
れ
由
り
寵
、
南
朝
〈
孝
成
・
景
徳
〉
に
現
わ
る
。
‘

と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
黙
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
前
出
し
た
紳
文
王
代
の
こ
と
と
し
て
登
場
す
る
信
忠
と
奉
聖
寺
に
閲
す
る
史
料
を
、

信
用
の
お
け
な
い
も
の
と
し
て
全
て
切
り
捨
て
る
に
は
及
ば
ず
、
信
忠
に
は
現
世
に
劃
す
る
深
い
怨
み
が
あ
っ
た
こ
と
、
奉
雲
寺
は
信
忠
と
密

接
な
閥
連
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
『
三
園
史
記
』
新
羅
本
紀
に
は
、
信
忠
が
新
羅
の
最
高
職
位
で
あ
る
上

関

王
の
背
信
を
う
け
て
短
期
聞
の
う
ち
に
退
い
て
い
る
事
買
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
忠
の
怨

大
等
に
就
い
た
こ
と
が
み
え
て
お
り
、
そ
の
後
、

み
が
こ
の
よ
う
な
現
賓
の
政
治
問
題
に
関
わ
っ
て
い
'た
と
す
れ
ば
、
奉
聖
寺
建
立
の
由
来
も
、
信
忠
の
上
大
等
在
職
と
密
接
な
閲
蓮
が
あ
っ
た

こ
と
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
信
忠
が
上
大
等
に
就
任
す
る
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
景
徳
王
二
二
年
八
月
、
早
と
腫
害
は
猛
威
を

川町

ふ
る
い
、
翌
年
春
に
は
全
園
的
法
飢
鐘
に
み
ま
わ
れ
、
加
え
て
疫
病
の
流
行
し
一た
こ
と
が
『
三
園
史
記
』
に
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
劃

此
年
、
災
異
屡
し
ば
見
わ
る
る
を
以
て
、
上
疏
し
て
時
政
の
得
失
を
極
論
す
、
王
之
を
嘉
納
す
。
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し
、
嘗
時
上
大
等
の
職
に
あ
っ
た
金
思
仁
は
、
『
三
園
史
記
』
巻
九
、
新
羅
本
紀
、
景
徳
王
一
五
年
春
二
月
僚
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
具
瞳
的
な
上
疏
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
景
徳
王
に
政
策
上
の
責
任
を
迫
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
金
思
仁
の
上
疏
は
嘉
納
さ

間

れ
た
と
は
あ
る
も
の
の
、
思
仁
は
翌
年
正
月
、
病
を
理
由
に
兎
職
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
上
大
等
に
就
任
し
た
の
が
信
忠
で
あ
っ
た
。
信

忠
は
前
記
し
た
雨
史
料
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
元
来
、
王
の
側
近
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
彼
が
数
年
繍
い
た
天
災
と
飢
謹
と
い

う
困
難
な
政
治
朕
況
の
中
で
、
上
大
等
に
抜
掘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

上
大
等
の
更
迭
を
も
招
い
た
こ
う
し
た
事
態
に
あ
っ
て
、
上
大
等
就
任
直
後
の
信
忠
が
打
ち
出
し
た
政
策
の
一
つ
に
護
園
寺
院
の
創
建
が
あ

闘

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
信
忠
が
厚
く
併
敬
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
や
、
既
逃
し
た
奉
徳
寺
の
建
立
さ
れ
た
経
緯
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
信
忠

に
よ
っ
て
護
園
寺
院
創
建
の
建
議
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
園
家
的
な
大
寺
院
の
建
立
に
は
敷
十
年
の
期

聞
を
要
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
で
、
工
事
は
信
忠
の
上
大
等
在
職
中
に
落
成
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
彼
の
死
後
広
落
成
さ



れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
感
恩
寺
や
奉
徳
寺
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
寺
院
の
護
願
者
や
工
事
を
繕
繍
し
た
者
が
、
最
終
的
に
工
事
を

州
切

削
M
W

完
成
さ
せ
た
者
に
よ
っ
て
追
善
さ
れ
、
さ
ら
に
寺
院
自
睡
も
そ
う
し
た
者
に
劃
す
る
菩
提
寺
と
し
て
停
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
嘗
初
、

園
家
安
種
、
一
除
災
致
一
帽
を
♂祈
願
し
て
創
建
さ
れ
た
奉
聖
一
寺
が
後
世
、
信
忠
を
追
善
す
る
た
め
の
寺
院
と
し
て
俸
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
な

こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
奉
聖
寺
は
も
と
も
と
臣
下
の
追
善
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
菩
提
寺
で
は
な
く
、
打
ち
繍
ミ
天
災
と
飢

笹
の
中
で
、
園
家
安
種
、
除
災
致
一
帽
を
祈
願
す
る
護
園
の
寺
院
と
し
て
創
建
さ
れ
た
園
家
の
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
奉
徳
寺
や
奉
聖
寺
も
ま
た
、
単
に
個
人
の
遁
善
と
い
う
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
四
天
王
寺
や
感
思
寺
と
同
様
に
園

家
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
た
護
園
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
寺
院
成
典
が
組
織
さ
れ
、
園
家
の
管
理
と
保
護
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
成
典
が
組
織
さ
れ
た
寺
院
は
、
園
家
財
政
に
よ
っ
て
管
理
、
運
営
さ
れ
る
園
家
の
寺
院
で
あ
り
、
政
策
の
上
か
ら
も
財
政

の
上
か
ら
も
王
室
と
は
原
則
的
に
分
離
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
寺
院
成
典
は
園
家
の
寺
院
の
建
立
と
営
繕
を
目
的
と
す
る
官
司

な
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
考
え
方
を
裏
附
け
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
中
央
行
政
官
鹿
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
寺
院
成
典
に
劃
し
て
、
内
廷
に
も
王
室
濁

自
の
寺
院
関
係
官
司
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

『
三
園
史
記
』
巻
三
九
、
職
官
中
に
は
一
一
五
に
及
ぶ
内
廷
官
司
が
列
拳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
官
司
は
既
述
の
如
く
、
六
五
一
年
以

州
切

M
胎

降
、
園
家
財
政
と
は
分
離
さ
れ
た
濁
自
め
財
源
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
廷
官
司
群
の
中
に
、
寺
典
、
阿

尼
典
、
願
堂
典
、
借
房
典
な
ど
の
併
数
闘
係
の
官
司
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
官
司
は
若
干
の
官
職
構
成
を
知
り
う
る
だ
け
で
、

巴引

M
“凶ロ

モ
の
沿
革
も
機
能
も
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
官
司
名
か
ら
あ
る
程
度
の
推
定
は
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
寺
典
は
、
大
道
署
の
奮
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
五
一
年
に
お
け
る
大
道
署
へ
の
機
大
改
編
の
際
に
、
内
廷
に
移
管
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
判
。
し
た
が
っ
て
そ
の
機
能
も
、
俗
人
に
よ
る
例
数
統
制
機
関
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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同
凶
」
|
閃
岡
閣
一

「
間
ハ
側
一
(
内
廷
へ
)

阿
尼
奥
に
つ
い
て
は
、
新
羅
に
お
い
て
「
阿
尼
」
は
尼
僧
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
尼
信
を
管
理
、
監
督
す
る
官

司
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

凶

閥

次
い
で
願
堂
奥
は
、
「
願
堂
」
な
る
言
葉
の
新
羅
に
お
け
る
用
例
が
な
い
た
め
に
、
時
代
は
や
や
降
る
が
、
高
麗
太
組
の
十
訓
要
を
み
る
と
、

其
の
こ
に
日
く
、
諸
寺
院
は
、
皆
な
道
説
、
山
水
の
順
逆
を
推
占
し
、
開
創
す
、
道
説
云
く
、
吾
が
占
定
せ
し
所
の
外
に
、
妄
り
に
創
造
を
加
う
れ
ば
、
則

ち
地
徳
を
損
薄
し
、
一
昨
業
永
か
ら
ず
と
。
朕
念
う
に
後
世
の
園
王
・
公
侯
・
后
妃
・
朝
臣
各
お
の
願
堂
と
稽
し
、
或
は
創
造
を
増
さ
ば
、
則
ち
大
い
に
憂
う

べ
き
な
り
、
新
懇
の
末
、
浮
屠
を
競
造
し
、
地
徳
を
衰
損
し
、
以
て
亡
ぶ
る
に
底
る
、
戒
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。

と
あ
り
、
こ
の
用
例
を
参
照
す
れ
ば
、
「
願
堂
」
は
園
王
を
始
め
と
す
る
王
侯
貴
族
た
ち
の
私
寺
、
祈
願
寺
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。

が
っ
て
願
堂
典
は
、
王
室
と
私
的
な
関
係
に
あ
る
寺
院
を
管
理
、
統
轄
す
る
官
司
と
み
ら
れ
る
。

し
Tこ
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最
後
に
倫
房
典
は
、
文
字
ど
お
り
借
房
を
管
理
す
る
官
司
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
内
廷
に
は
、
王
室
の
併
教
を
管
掌
す
る
官
司
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
王
室
関
係
の
寺
院
は
、
願
堂
典
を
始
め
と
す
る

川町“世

こ
れ
ら
の
官
司
に
よ
っ
て
濁
自
に
管
理
、
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

具
瞳
的
な
史
料
に
乏
し
く
、
こ
れ
ら
の
内
廷
の
傍
数
闘
係
官
司
が
新
羅
中
代
の
王
室
の
傍
数
活
動
に
射
し
、
質
際
に
ど
の
よ
う
に
開
興
し
て

い
た
の
か
と
い
う
黙
を
史
料
に
卸
し
て
検
討
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
た
だ
内
廷
が
王
室
の
寺
院
を
濁
自
に
管
理
、
運
営
し
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
史
料
と
し
て
次
の
記
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

宣
一
帝
一
一
四
年
〈
八
六
O
)
年
、
〈
中
略
〉
教
を
下
し
て
婆
水
・
里
南
等
の
宅
を
し
て
、
金
一
百
六
十
分
・
租
二
千
刷
所
を
共
出
し
、
助
充
し
て
功
徳
を
袋
飾
せ

明

H
h
M
n
 

し
む
。
寺
は
宣
敬
省
に
隷
わ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、



ω
 

献
康
大
王
遁
か
に
鳳
筆
を
飛
ば
し
、
徴
し
て
龍
庭
に
赴
か
し
め
ブ
仰
っ
て
師
子
山
奥
寧
輝
院
を
以
て
中
使
省
に
隷
わ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、

一そ
れ
ら
は
上
記
し
た
傍
数
関
係
官
司
で
は
な
い
が
、
し
か
し
新
羅
下
代
に
地
方
の
稗
宗
寺
院
が
王
の
命
に
よ
っ
て
内
廷
所
管

川

W
M
絡

の
官
司
で
あ
る
宣
教
省
や
中
使
(
事
〉
省
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
ι

こ
の
よ
う
に
国
家
の
寺
院
が
寺
院
成
典
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
の
に
劉
し
、
王
室
の
菩
提
寺
を
始
め
と
す
る
王
室
関
係
の
寺

院
は
、
内
廷
の
併
数
関
係
官
司
に
よ
っ
て
管
理
、
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
中
代
の
併
数
閥
係
司
で
あ
る
寺
院
成
典
及
び
内
廷
の
関
係
官
司
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
成
典
が
組
織
さ
れ
た
寺
院

は、
f

従
衆
の
よ
う
な
園
家
と
王
室
の
保
護
と
管
理
念
受
け
て
い
た
と
い
っ
た
酸
味
な
表
現
は
許
さ
れ
.
す
、
そ
れ
ら
の
寺
院
の
園
家
的
な
役
割
と

機
能
に
改
め
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
寺
院
成
典
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
は
国
家
の
寺
院
で
あ
り
、
そ

の
造
替
の
目
的
と
役
割
は
、
第
一
義
的
に
は
護
園
の
祈
願
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
代
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
成
典
に
よ
る
護
園
寺
院
の
造
営

が
本
格
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
之
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
護
園
寺
院
の
造
~替
を
可
能
に
し
た
の
は
、
六
五
一
年
に
お
け
る
宮
制
改
革
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
成
立
し
た
新
た
な
段
階
の
官
僚
制
的
な
組
織
力
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
事
業
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
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れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
園
家
の
成
立
に
よ
っ
て
、
園
家
と
併
教
の
闘
お
り
方
は
新
た
な
局
面
を
む
か
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

皇
龍
寺
と
中
古
の
傍
敬

す
で
に
悌
数
統
制
機
関
の
考
察
を
通
じ
て
、
新
羅
の
園
家
と
併
教
の
関
わ
り
方
に
お
い
て
七
世
紀
中
葉
、
と
り
わ
け
六
因
。
年
代
に
霊
期
の

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
併
数
統
制
機
闘
が
、

-国
家
権
力
に
よ
る
支
配
盟
制
強
化
の
一
環
と
し
て
園
家
権
力
一の
隷
属

下
に
置
か
れ
、
そ
れ
本
来
の
機
能
と
悶
賓
が
と
も
な
い
は
じ
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
前
章
で
は
、
六
五
一
年
に
お
け
る
官
制
改

革
に
よ
っ
て
、
内
廷
の
併
教
関
係
官
司
の
整
備
と
と
も
に
、
中
央
行
政
官
鹿
に
お
い
て
も
寺
院
成
典
と
い
う
護
園
寺
院
の
営
繕
と
管
理
を
掌
る

官
司
を
出
現
せ
し
め
、
こ
こ
に
至
っ
て
園
家
に
よ
る
護
園
寺
院
の
建
立
が
本
格
化
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
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こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
羅
の
園
家
と
併
数
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
中
古
か
ら
中
代
に
か
け
て
の
七
世
紀
中
葉
は
極
め
て
重
要
な
霊
期

で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
新
羅
例
数
に
こ
う
し
た
大
き
な
挺
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
既
遮
の
如
く
、

直
接
的
に
は
六
五
一
年
の
官
制
改
革
と
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
成
立
し
た
官
僚
制
的
組
織
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

は
新
羅
併
数
は
、
こ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
質
的
障
換
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
一
意
義
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
う

し
た
問
題
を
闇
明
す
る
た
め
に
、
今
い
ち
ど
前
代
に
立
ち
か
え
っ
て
中
古
に
お
け
る
園
家
と
併
数
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。

さ
て
中
古
の
併
教
を
園
家
と
の
関
連
で
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
中
代
と
同
様
、
護
園
的
色
彩
の
強
い
園
家
併
数
と
し
て
の
性
格
を
一
躍
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
法
輿
王
一
四
年
ハ
五
二
七
〉
の
併
数
の
園
家
的
公
認
以
来
、
す
ぐ
さ
ま
大
規
模
な
造
寺
、
造
併
の
事
業
が
な
さ
れ

て
い
る
。
な
か
ん
づ
く
新
羅
全
時
代
を
通
し
て
護
園
寺
院
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
皇
龍
寺
は
、
高
句
麗
信
恵
亮
を
信
統
に
任
じ
た
直
後
(
五

五
三
〉
に
着
工
さ
れ
、
一
七
年
に
及
ぶ
工
事
の
す
え
一
日
一
完
成
し
て
い
る
(
「
創
建
伽
藍
」
)
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
も
丈
六
像
の
集
成
や
金
堂
の
改

築
が
な
さ
れ
て
お
り
、
善
徳
王
一
五
年
(
六
四
六
〉
の
九
層
塔
建
立
に
よ
る
「
重
建
伽
藍
」
の
最
終
的
な
完
成
に
至
る
ま
で
、
着
工
以
来
、
賞
に

N
W
 

貯

U

百
年
に
近
い
歳
月
を
費
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
皇
龍
寺
は
、
そ
こ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
百
座
議
舎
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
九
屠

塔
が
建
立
さ
れ
た
経
緯
と
相
侠
っ
て
、
創
建
嘗
初
よ
り
新
羅
護
園
寺
院
の
組
本
山
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
中
古
の
護
園
例
数
は
、
皇
龍
寺

を
中
心
正
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
皇
龍
寺
を
手
が
か
り
に
、
中
古
の
園
家
と
併
数
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
皇
龍
寺
は
常
に
護
園
寺
院
と
し
て
の
性
格
の
強
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

初
か
ら
無
篠
件
に
認
め
る
こ
と
に
は
多
く
の
疑
問
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
皇
龍
寺
の
創
建
嘗

ま
ず
第
一
に
、
皇
龍
寺
は
鎮
護
園
家
の
法
曾
ハ
百
座
議
曾
〉
を
開
催
す
る
た
め
に
、
恵
亮
の
勤
め
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
討
も

の
の
、
皇
龍
寺
に
お
け
る
百
座
講
舎
の
開
催
を
示
す
史
料
は
、
『
三
園
史
記
』
巻
四
、
新
羅
本
紀
、
員
卒
王
三
五
年
(
六
一
一
一
一
)
七
月
僚
の
、

間
使
王
世
儀
、
皇
閣
時
寺
に
至
る
。
百
高
座
を
設
け
、
国
光
等
の
法
師
を
遜
え
経
を
設
か
し
む
。



A
司

か
申

と
あ
る
記
録
を
初
出
と
し
、
そ
れ
以
前
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
の
百
座
講
曾
は
、
惰
の
使
で
あ
る
王
世
儀
を
皇
龍
寺

に
迎
え
て
な
さ
れ
て
お
り
、
護
園
の
法
舎
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
理
由
は
見
い
だ
せ
な
い
。
た
し
か
に
王
世
儀
の
新
羅
涯
遣

は
、
高
句
麗
と
の
抗
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
封
高
句
麗
戦
争
と
関
連
づ
け
て
外
敵
降
伏
を
新
橋
し
た
法
曾

側

帥

仰

と
解
懇
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
法
舎
が
惰
使
の
到
着
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ぽ
、
、そ
の
よ
う
な
解

内町
b
h
v
 

樟
よ
り
は
、
む
し
ろ
王
世
儀
に
劃
す
る
迎
接
儀
躍
と
し
て
の
意
味
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
の
百

座
講
舎
ほ
護
園
の
法
舎
で
あ
る
と
は
断
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

-
次
い
で
皇
龍
寺
に
お
け
る
百
座
講
舎
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
『
三
園
史
記
』
巻
五
、
新
羅
本
紀
、
善
徳
王
五
年
(
六
一
二
六
〉
一
二
月
篠
に
、

王
疾
む
、
酎
酉神
崎
数
無
し
。
皇
龍
寺
に
於
い
て
百
高
座
を
設
け
、
信
を
集
め
て
仁
王
経
を
講
じ
、
度
備
を
許
す
こ
と
一
百
人
。

と
あ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
も
や
は
り
百
座
講
舎
は
護
園
の
法
舎
で
は
な
く
、

王
の
病
気
卒
癒
を
祈
願
し
た
法
舎
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
中
古
に
お
け
る
皇
龍
寺
の
百
座
講
禽
は
、
史
料
土
こ
の
二
度
の
開
催
の
例
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

し
か
し
少
な
く
と
も
そ
の
二
例
を
見
る
限
り
、
中
古
に
お
い
て
皇
龍
寺
で
の
護
園
の
法
曾
と
し
て
の
百
座
講
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舎
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
皇
龍
寺
が
園
家
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
皇
龍
寺
の
寺
主
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
龍
寺

の
寺
主
は
、
信
官
の
最
高
職
位
で
あ
っ
た
圏
統
を
粂
任
し
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
こ
に
皇
龍
寺
と
そ
の
寺
主
が
も
っ
園
家
的
役
割
が
窺

闘

え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
皇
龍
寺
の
寺
主
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
遣
事
』
巻
三
、
塔
像
皇
龍
寺
丈
六
僚
に
、

寺
記
に
云
わ
く
、
民
卒
王
六
年
甲
辰
、
金
堂
造
成
す
。
善
徳
主
の
代
、
寺
の
初
主
は
員
骨
・
歓
喜
師
、
第
二
主
は
慈
綴
園
統
、
・
次
は
園
統
恵
訓
、
次
は
腐
律

師
な
り
と
云
う
。

と
あ
っ
て
、
皇
龍
寺
の
寺
主
は
善
徳
王
代
の
歓
喜
師
に
始
ま
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
に
は
善
徳
王
代
の
い
つ
頃
で
あ
る
の
か
明

459 

記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
そ
れ
以
上
は
知
り
え
な
い
が
、
皇
龍
寺
の
寺
主
が
そ
れ
以
前
に
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
園
統
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を
も
粂
任
し
う
る
皇
龍
寺
の
寺
主
が
善
徳
王
代
に
初
め
て
置
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
皇
龍
寺
の
園
家
的
寺
院
と
し
て
の
機
能
も
、
嘗
然
の
こ
と

な
が
ら
、
寺
主
の
設
置
時
期
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
も
そ
も
史
料
の
上
で
皇
龍
寺
が
明
ら
か
に
護
園
と
い
う
園
家
的
役
割
を
強
く
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
の
は
、
善
徳
王
一
四
年
に
完
成

さ
れ
た
九
居
塔
の
建
立
の
経
緯
を
記
し
た
『
三
園
遣
事
』
巻
三
、
皇
龍
寺
九
層
塔
僚
の
次
の
よ
う
な
く
だ
り
な
の
で
あ
る
。

慈
際
法
師
西
に
血
中
び
、
乃
ち
五
蓋
に
於
い
て
文
珠
に
感
じ
て
法
を
授
け
ら
る
。
〈
中
略
〉
蕨
問
う
、
郷
に
曲
師
る
に
は
た
何
を
か
利
金
と
潟
さ
ん
や
と
。
紳
日

く
、
皇
龍
寺
の
護
法
龍
は
是
れ
吾
が
長
子
な
り
、
発
王
の
命
を
受
け
、
来
っ
て
是
の
寺
を
護
る
な
り
、
本
園
に
婦
り
、
九
暦
塔
を
寺
中
に
つ
く
ら
ば
、
郷
園

降
服
し
て
、
九
韓
来
貢
し
て
、
王
鮮
永
く
安
か
な
ら
ん
。
容
を
建
つ
る
後
、
八
閥
舎
を
設
け
、
罪
人
を
赦
さ
ば
、
則
ち
外
賊
害
を
震
す
能
わ
ず
、
ハ
中
略
)

予
も
亦
た
、
之
が
徳
に
報
い
ん
と
。

さ
ら
に
九
居
塔
建
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
景
文
王
一
一
年
(
八
七
一
〉
の
改
修
工
事
の
際
に
記
さ
れ
た
「
皇
龍
寺
九
唐
木
塔
剥
桂
木

崎。部
」
が
設
見
さ
れ
、
そ
れ
に
は
鯖
園
す
る
慈
識
に
射
し
、
南
山
園
光
稗
師
が
輿
え
た
言
葉
と
し
て
、
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稗
師
請
い
て
日
く
、
吾
れ
観
心
を
以
て
公
の
園
を
観
る
に
、
皇
龍
寺
九
暦
窓
堵
波
を
建
つ
れ
ば
、
海
東
諸
圏
は
湾
ベ
て
汝
の
園
に
降
ら
ん
と
。
慈
議
語
を
持

し
て
、

還
り
以
聞
す
。
乃
ち
監
君
・
伊
干
龍
樹
に
命
じ
て
〈
中
略
〉
斯
の
落
を
造
ら
し
む
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
三
園
遣
事
』
の
記
事
は
説
話
的
な
潤
色
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
建
立
の
契
機
に
関
す
る
歴
史
的
な
事
買
を

か
な
り
忠
貧
に
俸
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
南
史
料
か
ら
も
九
屠
塔
が
郷
園
の
災
を
鎮
め
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
護
園
の
象

徴
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
鯖
園
後
の
慈
戴
に
よ
っ
て
併
敬
政
策
上
の
大
改
革
が
な
さ
れ
た
ζ

と
や
、
皇
龍

寺
の
寺
主
の
設
置
が
善
徳
王
代
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
皇
龍
寺
の
護
園
寺
院
と
し
て
の
役
割
も
ま
た
、
こ
の
善
徳
王

の
時
代
の
所
産
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
貼
を
い
さ
さ
か
で
も
裏
附
け
る
の
は
、
そ
れ
以
前
の
皇
龍
寺
は
、
護
園
寺
院
と

L
て
の
園
家
的
性
格
よ
り
は
、
む
し
ろ
王
室
と
の
関
連

が
強
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
皇
龍
寺
創
建
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
史
記
』
巻
四
、
新
羅
本
紀
に
は
、



同
県
輿
王
一
四
年
春
二
月
、
王
所
司
に
命
じ
て
新
宮
を
月
城
の
東
に
築
か
し
む
。
責
龍
其
の
地
に
見
わ
る
。
主
之
を
疑
い
、
改
め
て
併
寺
と
篤
し
、
時
肌
を
賜
い

て
皇
龍
と
白
う
。

闘

と
あ
っ
て
、
皇
龍
寺
の
建
立
さ
れ
た
敷
地
に
は
、
本
来
「
新
宮
」
(
『
三
園
遁
事
』
は
「
紫
宮
」
〉
す
な
わ
ち
王
室
の
宮
殿
が
造
管
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
年
、
皇
龍
寺
祉
の
護
掘
調
査
が
準
展
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
特
殊
な
伽
藍
配
置
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
下
層
伽
藍
杜
H
創
建
伽
藍
が
古
代
伽
藍
の
一
般
的
な
卒
面
構
成
と
は
甚
だ
し
く
異
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
討
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

現
象
は
、
宮
殿
の
た
め
の
工
事
が
相
嘗
程
度
進
展
し
た
段
階
で
寺
院
に
改
饗
さ
せ
た
た
め
に
、
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
宮
般
の
地
割
り
や

地
業
を
そ
の
ま
ま
利
附
し
て
寺
院
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
本
格
的
な
伽
藍
形
式
は
重
建
伽
藍
で
一
初
め
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
と
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
創
建
伽
藍
と
重
建
伽
藍
と
の
聞
に
大
き
な
襲
化
が
み
ら
れ
、
創
建
伽
藍
の
特
異
な
構
造
は
、
首
初
、
宮
殿

と
し
て
の
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
い
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
そ
の
所
以
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
龍
寺

創
建
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
寅
際
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
皇
龍
寺
は
初
め
か
ら
護
園
寺
院
と
し
て
建
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
王
室
の
私
的
な
性
格
の
強
い
寺
院
と
し
て
創
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
こ
よ
う
。

中
古
の
皇
龍
寺
が
王
室
の
私
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
-
中
古
の
例
数
に
は
王
室
と
の
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極
め
て
密
接
な
関
係
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
王
族
の
名
前
で
あ
る
。
中
古
は
「
併
敬
玉
名
時
代
」
と
も
い
わ

れ
る
よ
う
に
)
全
て
の
王
と
一
族
に
射
し
て
、
併
数
に
ち
な
ん
だ
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
員
輿
王
以
降
の
王
や
王
族
に
冠
せ
ら

れ
た
「
員
」
字
ハ
異
種
競
〉
や
、
員
輿
王
の
二
子
に
つ
け
ら
れ
た
金
輪
、
銅
輸
の
名
門
日
開
輪
聖
王
設
〉
、
ま
た
員
卒
王
を
中
心
に
王
族
の
韓
に
樟
迦

同
岬

の
家
族
と
同
一
の
名
を
つ
け
る
な
ど
、
そ
こ
に
は
王
郎
併
の
思
想
が
直
裁
的
に
表
現
さ
れ
て
い
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
中
古
の
王
室
が
併
数
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
王
室
と
傍
教
が
完
全
に
密
着
し
て
一
盟
と
な
っ
た
王
室
を
中
心
と
す
る
宮
廷
傍
数
の

一
端
が
窺
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
皇
龍
寺
を
手
が
か
り
に
し
て
中
古
に
お
け
る
傍
数
の
性
格
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
龍
寺
は
創
建
嘗
初
よ
り
護
園
寺
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院
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、

王
室
の
私
的
な
寺
院
と
し
て
創
め
ら
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
こ
の
よ
う
な
皇
龍
寺
が
護
園
的
な
性
格
を
も

つ
に
至
っ
た
の
は
善
徳
王
代
で
あ
り
、
こ
の
時
に
お
け
る
皇
龍
寺
九
屠
塔
の
建
立
、
寺
主
の
設
置
は
、
慈
磁
の
開
園
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
併

数
政
策
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
皇
龍
寺
の
創
建
伽
藍
か
ら
重
建
伽
産
へ
の
饗
化
は
、
こ
う
し
た
過
程
を
象

徴
す
る
現
象
と
み
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

従
来
、
中
古
の
傍
教
に
つ
い
て
も
護
園
的
な
性
格
が
強
調
さ
れ
、
中
代
へ
の
襲
化
は
、
そ
う
し
た
性
格
が
一
層
強
ま
る
と
い
う
程
度
に
と
ら

え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
中
古
の
傍
数
は
、
こ
の
時
代
の
皇
龍
寺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
代
の
寺
院
成
典
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院

が
も
っ
護
園
的
な
性
格
と
は
基
本
的
に
異
な
る
王
室
の
私
的
な
性
格
を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
し
て
考

え
る
な
ら
ば
、
あ
の
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
新
羅
併
教
の
書
一
期
は
、
中
古
の
王
室
傍
数
か
ら
中
代
の
園
家
傍
数
へ
の
轄
換
と
し
て
把
捉
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

お

わ

り

-72 -

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
新
羅
併
教
は
園
家
的
性
格
の
強
い
悌
数
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
歴
史
的
な
蟹
容
の
過
程
に
留
意
し
て
新
羅
の
園
家
と
併

数
の
闘
係
及
び
そ
の
性
格
を
検
討
し
て
み
る
と
、

七
世
紀
中
葉
に
看
過
で
き
な
い
大
き
な
董
期
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
そ
の
駐
を
示
す
の
が
新
羅
の
傍
数
統
制
機
関
に
み
ら
れ
る
性
格
の
饗
化
で
あ
る
。
六
世
紀
中
葉
の
設
置
嘗
-
初
に
あ
っ
て
は
傍
教
の
保
護

と
育
成
を
め
ざ
し
た
信
官
は
、
六
四

0
年
代
に
統
制
機
関
と
し
て
の
内
賓
と
機
能
を
備
え
る
に
至
り
、
俗
官
の
統
制
機
関
も
六
五
一
年
に
大
這

署
と
し
て
組
織
の
充
賓
が
は
か
ら
れ
た
。
こ
こ
に
新
羅
に
お
い
て
は
じ
め
て
傍
数
統
制
が
現
賓
の
課
題
と
な
り
、
こ
の
課
題
に
封
慮
す
べ
く
、

傍
数
が
園
家
の
行
政
機
構
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
様
相
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
そ
の
こ
と
を
示
す
の
は
、
六
五
一
年
の
官
制
改
革
を
契
機
に
寺
院
成
典
が
中
央
行
政
官
鹿
内
に
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
寺
院



成
典
は
、
護
園
寺
院
を
造
皆
、
管
理
す
る
た
め
の
官
司
で
あ
っ
て
、

d

そ
の
寺
院
は
、
封
外
的
な
危
機
あ
る
い
は
天
災
や
凱
僅
に
際
し
、
園
家
安

穏
、
除
災
致
一
帽
を
祈
願
し
て
造
営
さ
れ
た
。
寺
院
成
典
と
そ
れ
に
よ
る
造
営
事
業
は
、
官
司
の
組
織
の
み
な
ら
ず
そ
の
政
策
も
、
王
室
と
は
原

則
的
に
分
離
さ
れ
た
公
的
な
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
古
か
ら
中
代
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、
-
新
羅
傍
敬
は

E
規
的
に
は
ど
の
よ
う
な
質
的
轄
換
を
と
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

黙
を
中
古
の
併
数
、
特
に
皇
龍
寺
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
王
室
併
数
か
ら
園
家
俳
数
へ
の
轄
換
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

皇
龍
寺
は
従
来
、
創
建
嘗
-
初
よ
り
護
園
寺
院
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
賞
際
に
傍
数
興
隆
の
中
心
寺
院
で
あ
っ
た
。
し
か
し
創
建
嘗
初
に

は
む
し
ろ
王
室
の
私
的
な
性
格
が
強
く
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
中
古
の
王
室
と
併
教
の
関
わ
り
方
に
も
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
龍
寺
が

名
賓
と
も
に
護
園
寺
院
と
し
て
の
面
貌
を
備
え
る
の
は
六
四
六
年
の
九
屠
塔
建
立
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
六
回

0
年
代
の
慈
臓
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
一
連
の
併
数
政
策
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
古
か
ら
中
代
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
如
上
の
蟹
容
を
経
て
出
現
し
た
の
が
中
代
の
護
園
傍
数
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
園
家
悌
数
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
段
階
の
併
教
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註
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山
江
田
俊
雄
『
朝
鮮
併
数
史
の
研
究
』
ハ
図
書
刊
行
舎
、
一
九
七
七
年
〉
、

李
基
白
『
新
羅
時
代
剖
「
閤
家
傍
数
斗
儒
数
』
(
韓
園
研
究
院
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
七
八
年
)
。

凶
末
松
保
和
「
新
羅
三
代
考
|
新
羅
王
朝
史
の
時
代
底
分
」
(
『
新
羅
史
の

諸
問
題
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
四
年
)
。

間
李
弘
植
「
新
羅
信
官
制
斗
併
数
政
策
叫
「
諸
問
題
」
〈
『
自
性
郁
博
士
頚
欝

紀
念
傍
数
皐
論
文
集
』
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九
五
九
年
〕
原
載
、
『
韓
園
古
代
史

判
研
究
』
〔
新
丘
文
化
社
、

ソ
ウ
ル
、
一
九
七
三
年
〕
所
牧
)
、
井
上
光
貞

-73一

「
日
本
に
お
け
る
併
数
統
制
機
関
の
確
立
過
程
」
(
『
日
本
古
代
函
家
の
研

究
』
岩
波
書
広
、
一
九
六
五
年
〉
、
中
井
員
孝
「
新
羅
に
お
け
る
傍
数
統

制
機
関
に
つ
い
て
|
特
に
そ
の
初
期
に
関
し
て
」
(
「
朝
鮮
皐
報
」
五
九

〔
一
九
七
一
年
四
月
〕
原
載
、
『
古
代
の
朝
鮮
』
〔
星
生
位
、
一
九
七
四
年
〕

所
牧
〉
、

透
善
雄
「
皇
龍
寺
九
屠
塔
誌
剖
「
研
究
l
成
典
斗
政
法
典
問
題
三
一
己

中
心
。
一
三
」
(
「
園
曾
聞
書
館
報
」
一

O
i
一
O
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
三
年

一一一月〕〉。

凶
中
井
岡
県
孝
「
新
羅
に
お
け
る
傍
数
統
制
機
関
に
つ
い
て
」
〈
〔
前
掲
書
〕
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九
三
頁
)
に
よ
れ
ば
、
僧
官
が
新
羅
濁
自
の
官
司
名
で
あ
る
「
政
官
」
を

も
っ
て
呼
稽
さ
れ
た
の
は
、
資
際
に
は
六
五
一
年
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。

旧
都
唯
那
嬢
に
つ
い
て
は
、
李
基
白
コ
一
一
園
時
代
併
数
受
容
斗
ユ
祉
曾
的

意
義
」
〈
『
新
羅
時
代
剖
「
園
家
併
敬
斗
儒
数
』
〔
前
掲
〕
一
一
一一一頁
〉、
李
弘
積

「
新
羅
信
官
制
斗
傍
数
政
策
判
諸
問
題
」
〈
〔
前
掲
書
〕
四
七
七
l
四
七
九

頁
〉
参
照
。

附
漫
善
雄
「
皇
龍
寺
九
居
塔
誌
剖
「
研
究
」
〈
〔
前
掲
誌
〕
五
豆

i
五
六
頁
)
。

問
弁
上
光
貞
「
日
本
に
お
け
る
例
数
統
制
機
関
の
確
立
過
程
」
(
〔
前
掲

書
〕
三
一
一
九
l
一一一一一一

O
頁
〉
。
た
だ
し
、
寺
典
か
ら
大
道
署
へ
の
改
編
時

期
を
輿
卒
王
代
と
す
る
熱
は
論
披
が
不
十
分
で
あ
り
、
・
次
に
掲
げ
る
中
井

氏
の
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

問
中
井
真
孝
「
新
羅
に
お
け
る
併
敬
統
制
機
関
に
つ
い
て
」
(
〔
前
掲
書
〕

八
六
頁
〉
。

問
弁
上
光
貞
「
日
本
に
お
け
る
併
敬
統
制
機
関
の
確
立
遁
程
」
(
〔
前
掲

書
〕
一
二
三

一一貝
)。

闘
中
井
員
孝
「
新
羅
に
お
け
る
例
数
統
制
機
関
に
つ
い
て
」
(
〔
前
掲
書
〕

八
九

t九
三
頁
)
。

凶
同
上
。

幽
『
三
園
遣
事
』
巻
四
、
慈
歳
定
律
候
。

間
一
般
に
州
統
や
郡
統
の
地
方
波
遣
は
そ
の
定
員
数
か
ら
、
九
州
制
成
立

(
六
八
五
〉
以
後
&
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
慈
蔵
の
諸
政
策
の
中
に

は
外
寺
の
検
察
が
あ
り
、
州
統
・
郡
統
の
設
置
も
こ
の
時
期
に
す
で
に
始

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
既
述
の
如
く
新
羅
の
併
敬
統
制
機

関
は
、
元
翠
玉
元
年
(
七
八
五
)
に
も
大
き
な
幾
何
か
あ
る
。
し
か
し
下

代
に
お
け
る
こ
の
獲
化
が
具
値
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
そ

の
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
。

凶
表
は
、
木
村
誠
「
統
一
新
羅
の
官
僚
制
」
(
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る

日
本
古
代
史
講
座
』
六
「
日
本
律
令
園
家
と
東
ア
ジ
ア
」
〔
皐
生
位
、
一
九

八
二
年
〕
一
四

0
1
一
四
一
一
貝
〉
に
も
と
づ
き
、
一
一
部
手
を
加
え
て
あ

る。
間
奉
恩
寺
成
典
に
つ
い
て
は
、

奉
恩
寺
成
典
、
衿
荷
匡
一
人
、
恵
恭
王
始
置
、
哀
妊
王
改
鋳
令
、
副

使
一
人
、
恵
恭
王
始
置
、
零
改
鋳
上
堂
、
亥
荘
王
又
改
鋳
卿
、
大
舎

二
人
、
史
二
人
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
恵
恭
王
代
(
七
六
五

l
七
七
九
〉
の
設
置
に
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。

間
そ
の
他
の
寺
院
成
典
に
つ
い
て
は
、
『
聖
徳
大
王
紳
鍾
之
銘
〈
七
七
一
)
』

(
黄
寄
永
『
韓
園
金
石
遺
文
(
第
三
版
〉
』
〔
一
志
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
一

年
〕
二
人
入
頁
)
に
「
倹
校
員
智
大
王
寺
使
L

な
る
官
職
名
が
み
ら
れ
、

『
皇
箆
寺
九
唐
木
塔
刺
柱
本
記
(
八
七
二
〉
』
(
黄
脅
永
〔
前
掲
書
〕
一
五

人
頁
〉
に
は
「
成
典
」
と
し
て
「
監
修
成
塔
事
守
」
以
下
「
上
堂
」
「
赤

位
」
「
青
位
」
「
責
位
」
な
る
官
職
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
民
智
大
王

寺
成
典
と
皇
龍
寺
成
典
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
漫
善
雄

「
皇
龍
寺
九
層
塔
誌
判
研
究
」
〔
前
掲〕
、
演
田
耕
策
「
新
羅
の
寺
院
成
典

と
皇
龍
寺
の
歴
史
」
門
「
鼠
デ
習
院
大
祭
文
皐
部
研
究
年
報
」
二
八
、
一
九

八
二
年
三
月
〕
)
。
し
か
し
、
民
智
大
王
寺
成
典
の
存
在
し
た
可
能
性
は
十

分
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
皇
龍
寺
成
典
に
つ
い
て
は
保
留
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
長
官
の
官
職
名
「
監
修
成
塔
事
守
」
は
、
皇

龍
寿
九
居
第
の
修
成
の
事
を
掌
る
〈
監
守
〉
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
い
る

-74 -
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の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
景
文
王
八
年
〈
八
六
八
〉
に
落
雷
に
あ
い
同
王
一

一
年
に
塔
の
大
改
造
工
事
が
な
さ
れ
た
際
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
官
職
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
中
代
の
寺
院
成
典
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
工
事
の
た
め
の
臨
時
の
組
織
と
は
考
え
が
た

く
、
従
っ
て
『
剰
桂
本
記
』
か
ら
皇
龍
寺
成
典
の
存
在
を
存
在
を
想
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

聞
各
寺
院
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
最
も
早
い
の
は
四

天
王
寺
の
六
七
九
年
で
あ
り
、
最
も
遅
い
の
は
奉
翠
寺
の
八
世
紀
中
葉
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
成
典
は
友
延
王
代
に
そ
ろ
り
て
官
職
名
が
改
稽
さ

れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
ま
で
は
確
寅
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
因
み
に
三
池
賢
一
「
新
羅
内
廷
管
制
考
ハ
上
)
」
(
「
朝
鮮

皐
報
」
六
一
(
一
九
七
一
年
一

O
月
〕
久

l
九
頁
〉
に
よ
れ
ば
、
表
妊
王

代
の
改
稽
時
期
は
、
同
王
六
、
七
年
(
入

O
五
、
六
〉
と
推
定
さ
れ
て
い

る。
側
『
三
園
遣
事
』
巻
二
、
文
虎
王
法
敏
候
。

間
『
三
園
遺
事
』
袋
二
、
首
阿
波
息
笛
僚
に
は
、
「
第
一
一
一
十
一
一
柳
文
大
王
(
中

略
〉
居
周
聖
考
文
武
王
創
感
恩
寺
於
東
海
港
」
と
あ
る
。

側
寺
中
記
云
、
文
武
王
欲
銀
倭
兵
、
故
始
創
此
寺
、
未
畢
而
厨
鴛
海
龍
、

其
子
一
刊
文
立
、
開
耀
二
年
畢
、
排
金
堂
靭
下
東
向
開
一
穴
、
乃
龍
之
入
寺

施
鏡
之
備
、
蓋
遺
詔
之
裁
骨
慮
、
名
大
王
岩
、
寺
名
感
恩
寺
、
後
見
龍
現

形
慮
、
名
利
見
牽
。

凶
金
載
元
・
手
武
嫡
『
感
思
寺
社
設
掘
調
査
報
告
書
』
(
〔
圏
立
博
物
館

-特
別
調
査
報
告
、
第
二
加
、
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
六
一
年
〕
五

頁〉。

四
『
三
園
遁
事
』
巻
二
、
文
虎
王
法
敏
燦
。

凶
李
英
祭
「
新
羅
中
代
王
室
斗
奉
徳
寺
」
(
「
史
拳
志
い
八
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九

七
四
年
一
一
月
〕
二
ハ
頁
〉
は
、
奉
徳
寺
と
中
代
王
室
と
の
関
連
を
強
調

し
、
奉
徳
寺
は
中
代
王
室
の
願
刺
(
菩
提
寺
〉
で
あ
り
、
「
そ
れ
は
王
権

の
権
威
と
そ
の
専
制
を
先
祖
と
血
統
で
代
癖
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一漬
田
耕
策
「
新
羅
の
聖
徳
大
王
紳
鐘
と
中
代
の
王

室
」
(
「
陶
沫
集
」
三
〔
「
九
八
一
年
一
一
一
月
〕
一
三
ニ

l
三
四
〉
も
ま
た
概

ね
李
氏
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

凶
李
基
白
「
景
徳
王
ヰ
断
俗
寺
・
怨
歌
」
〈
「
韓
園
思
想
」
五
〔
ソ
ウ
ル
、

一
九
六
二
年
一
二
月
〕
原
載
、
武
田
幸
男
監
誇
『
新
羅
政
治
祉
禽
史
研
究
』

〈
〔
皐
生
社
、
一
九
八
二
年
〕
二
六
人
頁
〉
。

間
漬
田
耕
策
「
新
羅
の
寺
院
成
典
と
皇
龍
寺
の
歴
史
」
〈
〔
前
掲
誌
】
一
一
一

四
頁
〉
。

闘
漬
田
耕
策
「
新
羅
の
寺
院
成
典
と
皇
龍
寺
の
歴
史
」
(
〔
前
掲
誌
〕
〕
一
一

一
l
一
二
四
頁
〉
。
法
善
雄
「
皇
龍
寺
九
屠
塔
誌
判
研
究
」
(
〔
前
掲
誌
〕

六
O
頁
〉
に
は
、
成
典
は
「
圏
王
の
直
接
的
な
支
配
を
受
け
る
園
家
的
で

行
政
的
な
官
司
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

間
李
成
市
「
新
羅
の
内
廷
に
つ
い
て
」
(
未
端
技
表
〉
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
第
三
三
回
朝
鮮
皐
曾
犬
舎
(
一
九
八
二
年
一

O
月
三
日
、
天
理
大
皐
〉

に
お
い
て
報
告
し
た
。

凶
李
美
栄
「
新
羅
中
代
王
室
、
斗
奉
徳
寺
」
〈
〔
前
掲
誌
〕
一
ニ

l
九
頁
〉
。

聞
①
に
射
し
で
は
、
翠
徳
王
五
年
秋
八
月
僚
の
「
民
多
機
死
、
給
粟
人
一

日
三
升
、
至
七
月
」
、
@
に
は
、
二
月
僚
の
「
大
赦
、
賜
百
姓
五
穀
種
子

有
差
μ
ーが
各
々
劉
臨
服
す
る
。

側
李
失
策
「
新
羅
中
代
王
室
斗
奉
徳
寺
」
(
〔
前
掲
誌
〕
四
頁
〉
。

倒
潰
田
耕
策
「
新
羅
の
神
宮
と
百
座
議
曾
と
宗
廟
」
(
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に

- 75ー
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お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
九
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
躍
と
園
家
」

〔
厚
生
祉
、
一
九
八
二
年
〕
二
五
三
頁
〉
。

悶
向
上
。

闘
車
中
徳
寺
建
立
の
由
来
に
関
す
る
第
二
の
問
題
黙
と
し
て
、
相
異
る
先
王

の
菩
提
寺
で
あ
る
と
い
う
俸
承
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
李
失
策
氏
は
、
奉
徳
寺
建
立
の
工
事
を
縫

繍
さ
せ
た
聖
徳
王
が
、
工
事
を
完
成
さ
せ
た
孝
成
王
に
よ
っ
て
追
善
さ

れ
、
塞
徳
王
の
菩
提
寺
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
感
恩
寺
が
、
工
事
を
縫

績
、
完
成
さ
せ
た
神
文
王
に
よ
っ
て
設
願
者
・
文
武
王
の
菩
提
寺
と
さ
れ

た
こ
と
と
同
様
の
現
象
と
み
て
い
る
。
つ
ま
り
寺
院
建
立
に
は
長
い
歳
月

を
要
す
る
た
め
に
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
始
創
嘗
初
の
意
味
が
失
わ
れ
、

い
つ
し
か
父
王
の
た
め
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
至
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
李
氏
は
、
奉
徳
寺
を
聖
徳
宝
の
菩
提
寺
と
す
る

設
を
退
け
、
太
宗
大
王
の
菩
提
寺
と
み
な
し
て
い
る
。
李
氏
の
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
二
読
あ
る
こ
と
の
矛
眉
を
解
く
極
め
て
合
理
的
な
解
稗
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
先
王
の
追
善
の
た
め
に
寺
院
創
建
を
裂
願
し

た
王
が
途
中
で
崩
じ
、
後
年
そ
の
王
が
完
成
さ
れ
た
寺
院
で
「
先
王
」
と

と
も
に
菩
提
を
祈
願
さ
れ
て
い
る
例
が
質
際
に
み
ら
れ
る
。
(
『
皇
一
隅
寺
石

塔
金
銅
舎
利
函
銘
』
〔
『
韓
図
金
石
遺
文
』
前
掲
書
〕
一
四

O
頁
)
。
た
だ

こ
れ
に
よ
れ
ば
裂
願
蛍
初
の
意
味
は
明
確
に
蝿
継
承
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
奉
徳
寺
の
場
合
も
一
方
の
読
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
質
際

に
は
蛍
初
の
意
味
を
保
持
し
つ
つ
新
た
な
意
味
が
附
加
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

〉
円
J

。と
こ
ろ
で
李
氏
は
あ
く
ま
で
「
震
太
宗
大
豆
糊
奉
徳
寺
」
と
記
さ
れ
て

い
る
黙
を
重
視
す
る
た
め
に
、
奉
徳
寺
の
も
つ
護
園
寺
院
と
し
て
の
性
格

を
認
め
つ
つ
も
、
奉
徳
寺
建
立
を
租
上
崇
奔
思
想
と
む
す
び
つ
け
、
建
立

の
意
義
を
王
室
の
血
統
の
正
統
性
と
専
制
王
権
強
化
の
問
題
に
見
い
だ
そ

う
と
し
て
い
る
。
翻
っ
て
み
る
に
先
王
の
顕
揚
や
遁
善
と
園
家
安
泰
の
祈

願
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
『
聖
徳
大
王
紳
鍾
之
銘
』
(
前

掲
〉
の
中
の
「
所
以
王
者
元
功
克
銘
其
上
、
牽
生
離
苦
亦
在
其
中
也
」
と

か
「
乃
至
噛
世
帯
之
叢
、
共
金
柑
以
永
茂
、
邦
家
之
業
、
持
鍛
闘
而
蒲
昌
」

と
い
っ
た
言
僻
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
奉
徳
寺
建
立

の
ね
ら
い
も
ま
た
皐
な
る
菩
提
寺
と
し
て
王
室
内
の
問
題
に
限
ら
れ
る
べ

き
で
な
く
、
建
立
に
至
る
経
緯
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の

園
家
的
な
意
義
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

凶
李
基
白
「
景
徳
王
ヰ
断
俗
寺
・
怨
歌
」
(
〔
前
掲
書
〕
二
六
人
頁
〉
。

間
李
基
白
「
景
徳
玉
井
断
俗
寺
・
怨
歌
」
(
〔
前
掲
書
〕
二
六
七
l
二
六
人

頁
〉
。
信
忠
の
上
大
等
在
職
期
聞
は
景
徳
王
一
五
年
正
月
か
ら
二
二
年
八

月
ま
で
の
六
年
七
箇
月
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
園
王
に
劉
し
一
人
の
上
大
等

が
そ
の
準
迭
を
共
に
す
る
と
い
う
原
則
が
破
ら
れ
た
中
代
に
あ
っ
て
も
短

期
間
の
中
に
属
す
。
李
基
白
「
上
大
等
考
」
(
「
歴
史
皐
報
」
一
九
円
ソ
ウ

ル
、
一
九
六
二
年
一
二
月
〕
原
載
、
武
田
幸
男
監
誇
『
新
羅
政
治
社
禽
史

研
究
』
〔
前
掲
〕
一
一
一
一
一

i
一一一一

O
頁〉。

間
『
三
園
史
記
』
各
九
、
新
羅
本
紀
に
は
「
十
三
年
八
月
早
川
腫
」
「
十
四

年
春
、
穀
貴
民
餓
」
と
あ
り
、
各
四
入
、
向
徳
俸
に
は
「
天
費
十
四
年
乙

未
、
年
荒
民
縄
開
、
加
之
以
疫
槙
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
熊
川
州
に
お
け

る
飢
鐙
の
様
子
を
惇
え
て
い
る
。

間
李
基
白
「
上
大
等
考
」
〈
〔
前
掲
書
〕
一
一
一
七

i
一
二
八
頁
)
は
、
こ
の

時
の
金
思
仁
の
菟
職
を
、
景
徳
王
と
の
漢
化
政
策
を
め
ぐ
る
封
立
と
恩
仁

の
敗
北
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
疏
が
災
異
に
関
わ
っ
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て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
恩
仁
の
上
大
等
菟
職
も
直
接
的
に
は
こ
の

時
の
災
異
を
め
ぐ
る
上
疏
が
招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

倒
ヨ
二
園
遁
事
』
巻
五
、
遊
隠
信
忠
掛
冠
僚
に
は
、
「
景
徳
王
二
十
二
年
美

卯
、
忠
興
ニ
友
相
約
、
掛
冠
入
南
岳
、
再
徴
不
就
、

十落
髪
震
沙
門
、
盛
岡
主

創
断
俗
寺
居
鷲
、
願
移
身
立
室
、
以
奉
一
繭
大
王
」
と
あ
る
。

倒
註
闘
参
照
。

酬
李
成
市
「
新
羅
の
内
廷
に
つ
い
て
」
(
未
褒
表
)
。

刷
宮
職
の
構
成
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
阿

尼
典
、
母
六
人
」
「
願
堂
典
、
犬
舎
二
人
、
従
舎
知
二
人
」
「
信
房
典
、
大

舎
二
人
、
従
舎
知
二
人
」
。

幽
六
五
一
年
に
そ
れ
ま
で
の
官
司
が
抜
大
改
編
さ
れ
た
結
果
、
中
央
行
政

官
隠
と
内
廷
官
隠
と
に
分
割
さ
れ
た
官
司
の
例
と
し
て
領
客
府
・
倭
奥
が

あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
新
羅
の
内
廷
に
つ
い
て
」
に
詳
述
し

た。
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(
五
九
一
〉
(
六
二
一
〉
(
六
五
一
〉
〈
景
徳
王
代
〉
(
恵
恭
王
代
)

関
下
ー
蘭
闘
午
岡
国
下
ー
同
開

T
閑閑一

'
一
|
因

m問
一
〈
内
廷
へ
〉

闘
李
弘
植
「
新
羅
信
官
制
斗
例
数
政
策
凶
「
諸
問
題
」
(
〔
前
掲
書
〕
四
七
八

頁)。

凶
『
敏
京
大
玉
石
塔
記
〈
八
六
一
ニ
〉
』
(
黄
欝
永
『
韓
園
金
石
遺
文
』
〔
前
掲
〕

一
五
一
頁
)
に
は
「
願
堂
」
の
用
例
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
責
氏
が
絞

失
箇
所
を
『
桐
華
寺
蹟
碑
銘
弁
序
〈
一
九
一
一
一
一
〉
』
に
撮
っ
て
推
定
し
た

文
字
で
F

あ
る
。
黄
欝
永
「
-
新
羅
敏
哀
大
玉
石
塔
記
|
桐
華
寺
昆
虚
庵
三
層

石
塔
剖
「
調
査
」
(
「
史
皐
士
山
」
、
三
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
九
年
七
月
〕
六
四

頁
〉
参
照
。

闘
『
高
麗
史
』
巻
二
、
太
組
世
家
二
六
年
四
月
係
。

州
問
中
代
に
お
い
て
王
室
関
係
の
寺
院
は
多
数
建
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
『
皇
一
踊
寺
石
塔
金
銅
舎
利
函
銘
』
(
前
掲
〉
に
は
、
王
室
関
係
寺
院
の

典
型
的
な
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
『
賓
林
寺
普
照
稗
師
彰
墓
塔
碑
』
(
『
朝
鮮
金
石
総
資
上
』
〔
図
書
刊
行

舎、

一
九
七
一
年
〕
六
三
頁
)
。

凶
『
輿
寧
寺
澄
瞬
大
師
賓
印
塔
碑
』
(
『
朝
鮮
金
石
総
覧
上
』
〔
前
掲
書
〕

一
五
九
頁
〉
。

酬
宣
教
省
と
中
事
省
に
つ
い
て
は
、
李
基
東
「
羅
末
麗
-
初
近
侍
機
構
斗
文

翰
機
構
叫
「
機
張
|
中
世
的
側
近
政
治
叫
「
志
向
・
一
(
「
歴
史
拳
報
」
七
七
〔
ソ

ウ
ル
、
一
九
七
八
年
三
月
〕
原
載
、
『
-新羅
骨
品
制
駐
曾
斗
花
郎
徒
』
〔
韓

園
研
究
院
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八

O
年
〕
二
三
三

i
ニ
四
六
頁
〉
参
照
。

間
文
献
資
料
か
ら
み
た
皇
龍
寺
の
建
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
李
基
白
「
皇

龍
寺
斗
ユ
創
建
」
(
『
新
羅
時
代
前
「
園
家
併
数
斗
儒
数
』
〔
前
掲
〕
六
七

l

七
九
頁
〉
、
創
建
伽
藍
、
重
建
伽
藍
を
中
心
と
し
た
考
古
屋

4

か
ら
み
た
建

立
過
程
に
つ
い
て
は
、
金
正
基
「
皇
龍
寺
」
〈
『
韓
園
古
代
文
化
展
|
新
羅

千
年
の
美
』
〔
東
京
圏
立
博
物
館
・
中
日
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
〕
一
四

五
l
一
四
七
頁
)
参
照
。

制
李
基
白
「
皇
龍
寺
斗
ユ
創
建
」
(
『
新
羅
時
代
叫
「
園
家
俳
敬
斗
儒
数
』

〔
前
掲
〕
七
一
頁
〉
。

同
『
三
園
史
記
』
巻
四
回
、
居
渓
夫
俸
に
は
、
五
五
一
年
に
恵
亮
法
師
が

高
句
麗
か
ら
来
り
、
百
座
講
舎
と
八
閥
の
法
が
-
初
め
て
置
か
れ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
勿
論
こ
の
時
に
は
皇
龍
寺
は
存
在
し
て
い
な
い
。
五

七
一
年
の
八
関
経
舎
が
「
外
寺
」
で
開
催
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
ら
の
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寅
態
は
不
明
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
中
古
の
百
座
議
舎
の
性
格
か
ら
推
し

量
る
と
、
そ
れ
ら
を
護
園
の
法
舎
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

制
李
基
白
「
皇
龍
寺
斗
ユ
創
建
」
(
『
-
新
羅
時
代
剖
「
園
家
併
数
斗
儒
数
』
〔
前

掲
〕
五
人
頁
〉
、
中
井
員
孝
「
新
羅
に
お
け
る
併
数
統
制
機
関
に
つ
い
て
」

(
〔
前
掲
書
〕
九
二
頁
〉
。

制
『
一
二
園
遣
事
』
各
回
、
義
解
固
光
西
皐
僚
に
も
、
「
建
一幅
三
十
年
葵
酉

〔
即
興
卒
王
即
位
三
十
五
年
也
〕
秋
、
際
使
玉
世
儀
至
、
於
皇
龍
寺
設
百

座
道
場
、
諸
諸
高
徳
読
経
、
光
最
居
上
首
」
と
あ
っ
て
、
百
座
講
舎
を
王

世
儀
の
到
着
と
関
連
さ
せ
て
記
し
て
い
る
。

刷
新
経
の
百
座
諮
曾
は
下
代
に
至
る
と
、
郎
位
儀
躍
の

一
環
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
百
座
講
舎
の
性
格
が
こ
の
よ
う
に
一
様
で

な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
漬
田
耕
策
「
新
羅
の
紳
宮
と

百
座
講
舎
と
宗
廟
」
(
〔
前
掲
書
〕
二
三
六
i
一
一
一
一
一
人
頁
)
参
照
。

同
制
李
基
白
「
皇
龍
寺
斗
ユ
創
建
」
(
『
新
羅
時
代
前
「
園
家
併
数
斗
儒
敬
』

〔
前
掲
〕
六
一

i
六
七
頁
)
。

制
責
高
時
永
『
韓
園
金
石
遺
文
』
(
〔
前
掲
〕
一
五
八
頁
〉
。

倒
『
一
ニ
図
遣
事
』
巻
三
、
塔
像
皇
龍
寺
丈
六
係
。

側
金
正
基
「
皇
龍
寺
」
(
『
韓
園
古
代
文
化
展
』
〔
前
掲
〕
一
四
七
頁
〉
。

側
向
上
。

制
金
哲
竣
「
新
羅
上
代
社
曾
凶
「
ロ

g
-
2
m
g
E巴
O
ロ
ハ
下
〉
」
(
「
歴
史

風
略
報
」
ニ
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九
五
二
年
一
一
月
〕
九
一
頁
)
。

制
李
基
白
「
新
羅
初
期
併
数
斗
貴
族
勢
力
」
(
「
震
穏
皐
報
」
四

O
〔
ソ
ウ

ル
、
一
九
七
五
年
一

O
月
〕
原
載
、
『
新
羅
時
代
前
「
園
家
傍
数
斗
儒
数
』

〔
前
掲
〕
八
六

l
九
四
頁
〉
。
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THE STATE AND BUDDHISM OF THE

　　　

MIDDLE SILLA新羅PERIOD

Yi Seong Si

　　

Hitherto it has been commonly stated that the Buddhism of Silk was

‘strongly

　

national

　

in

　

character.

　

However, upon　consideration　of　the

historicalprocess of change at work and upon ｅχaminationof the relation

and character of Buddhism and the statein the Silk dynasty, one finds

that ａ great transformation took place in the middle of the 7 th century｡

　　

This is primarily obvious in the change undergone in the admini-

strative organization of Buddhism. In the middle of the 6th century,

ｍｏｎｋ-ｏ伍cials曾官had been first established in order to protect and

promote Buddhism. In 64O's, these gained the substance and functions

as a controling system, and as for the controllingsystem for civilofficials,

1n 651, fillingup the system ａａｄａｅｄｏｓｅｏ大道署wasperformed. With

this development, one can certainly say. Buddhism began to occupy ａ

positionin the very center of the politicalstructure of the state｡

　　

Another important change of the era lay in the establishment of the

officeregarding temples 寺院成典in the administrative offices　of　the

central government. This was connected with the administrative reform

of the year 651. This ｏ伍ce was established for the erection and mana-

gement of state-protectingtemles 護國寺院. These temples were erected

for safety of the nation and salvation from the catastrophe in the case

of ｅχternalthreat, natural disasters, or famines. Thus, the building of

state-protectingtemples gained ｍｏｍｅｎtｕｍ｡

　　

Seen in ａ macroscopic perspective, the Buddhism of the Silk period

accomplished

　

an

　

elemental

　

transformation

　

in

　

the middle of the　7th

century, i.e., from royal to state religion. This transformed Buddhism

of the middle Silk period faced ａ new level of development. And now

it can be appropriately called State Buddhism.

３


